
1 
 

川崎市営住宅の指定管理に関する基本協定書（案） 
 

川崎市（以下「甲」という。）と○○法人○○○○（以下「乙」という。）とは、川崎市営

住宅条例（昭和３７年川崎市条例第３２号。以下「条例」という。）第３３条の１０第１項

の規定により、市営住宅等（条例第３３条の１０第１項に規定する「市営住宅及びその共同

施設」をいう。以下同じ。）の指定管理業務について、次のとおり基本協定（以下「本協定」

という。）を締結する。 
 
（趣旨） 
第１条 本協定は、市営住宅等の指定管理業務（以下「管理業務」という。）について、必

要な事項を定めることを目的とする。 
 
（公共性及び民間事業の趣旨の尊重） 
第２条 乙は、市営住宅等の設置目的、指定管理者の指定の意義及び指定管理者が行う管理

業務の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとす

る。  
２ 甲は、管理業務が民間事業者である乙の能力を活用して実施されることにより、サービ

スの向上や経費の節減に資することを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。 
 
（透明性の確保及び説明責任） 
第３条 甲及び乙は、公の施設が住民の福祉の増進を目的に設置したものであることを踏

まえ、利用者をはじめとした市民ニーズの把握及びこれを十分に反映した市営住宅等の

運営が実現できるように努めるとともに、市民に必要な情報提供等を行うなど、市営住宅

等の管理運営について透明性の確保を図り、説明責任を果たすものとする。 
 
（信義誠実の原則） 
第４条 甲及び乙は、互いに協力し信義を重んじ、本協定を誠実に履行しなければならない。 
 
（指定期間）  
第５条 甲が乙を指定管理者として指定する期間（以下「指定期間」という。） は、令和９

年４月１日から令和１４年３月３１日までとする。  
２ 本協定は、前項に規定する指定期間の満了により終了する。乙は、満了日に管理業務を

終了し、市営住宅等を明け渡さなければならない。  
３ 管理業務に係る事業年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 
 
（有効期間）  
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第６条 本協定の有効期間は、令和９年４月１日から令和１４年３月３１日までとする。 
 
（年度協定書）  
第７条 本協定のほか、指定期間内の各事業年度における次に掲げる事項について、別に定

める協定（以下「年度協定」という。）を締結するものとする。 
（１）当該年度における指定管理料及び納付金に関する事項 
（２）セルフモニタリングの実施方法等に関する事項 
（３）川崎市契約条例（昭和３９年川崎市条例第１４号）第８条各号に掲げる事項 
（４）その他本協定に記載のない事項 
 
（基本的な管理業務の範囲）  
第８条 乙が行う市営住宅等の管理業務の範囲は、条例第３３条の１２に規定する駐車場

の管理及び条例第３３条の７第２項の許可に関する業務並びに建築設備（建築基準法（昭

和２５年法律第２０１号）第２条第３号に規定する建築設備をいう。）の管理に関する業

務その他市長が必要と認める業務とする。  
２ 前項に掲げる管理業務の細目は、仕様書及びこれに基づく要綱、要領に定めるとおりと

する。 
 
（管理の基準）  
第９条 乙は、本協定、年度協定、条例及び関係法令等のほか、指定管理者の募集要項及び

仕様書（以下「募集要項等」という。）に従い、市営住宅等の管理業務を行わなければな

らない。ただし、乙が応募時に提出した事業計画書の内容が募集要項等を上回る水準であ

る場合は、事業計画書に定めるとおりとする。 
 
（権利義務の譲渡の禁止） 
第１０条 乙は、指定管理者の地位及び本協定によって生ずる権利若しくは義務を第三者

に譲渡し、又は承継させてはならない。  
  
（第三者による実施）   
第１１条 乙は、管理業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 
２ 乙は、事前に甲の承諾を受けた場合、管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わ

せることができる。   
３ 乙は、管理業務の一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合、すべて乙の責任及び

費用において行うものとし、この第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増

加費用については、すべて乙の責めに帰すべき事由により生じた損害及び増加費用とみ

なして、乙が負担するものとする。 



3 
 

 
（市営住宅等の改修）  
第１２条 管理業務上必要な市営住宅等の改修及び更新がある場合は、甲乙協議の上、行う

ものとする。  
２ 乙は、前項のほか、甲の承認を得た上で、自主事業として乙の費用と責任において改修

を行うことができるものとする。  
３ 乙は、前項の定めにより改修を行った場合は、指定期間の満了時に乙の費用と責任で、

原状に回復しなければならない。ただし、甲の承認を得た場合は、この限りでない。  
  
（市営住宅等の修繕）  
第１３条 管理業務上必要な市営住宅等の修繕については、乙の負担で行うべき限度額を

別に年度協定に定めて実施する。ただし、乙の負担で行うべき限度額の範囲内で修繕を行

うことができない場合は、甲乙協議の上で、修繕を実施する。  
  
（備品等の保守管理）  
第１４条 乙は、管理業務の用に供するため、甲が仕様書等にて提示する物品台帳に示す管

理物品（以下「管理物品」という。）を管理する。  
２ 乙は、指定期間中、管理物品を常に良好な状態に保つものとする。  
３ 管理物品が経年劣化等により管理業務実施の用に供することができなくなった場合、

乙の費用により、必要に応じて当該備品を修繕、購入又は調達するものとする。ただし、

当該修繕、購入又は調達の費用が、年度協定で計画した経費の範囲で支払うことができな

い場合は、甲乙協議の上、対応を決めるものとする。  
４ 乙は、前項に基づき管理物品を修繕、購入又は調達する場合、あらかじめその旨を甲に

通知し、甲は当該通知を受け、管理物品の内容を変更する必要がある場合は、変更の上で

乙に通知するものとする。  
５ 乙は、故意又は過失により管理物品を毀損滅失したときは、甲との協議により、必要に

応じて甲に対しこれを弁償又は自己の費用で当該物品と同等の機能及び価値を有するも

のを購入又は調達しなければならない。  
６ 乙が管理業務の会計において購入した備品については、物品台帳に登載するものとし、

その帰属は甲のものとする。 
７ 乙は、指定期間中、管理物品を管理業務遂行のためにのみ使用するものとし、第三者に

権利を譲渡し、又は市営住宅等での利用以外の目的で貸与してはならない。 
 
（統括責任者等の配置）  
第１５条 乙は、管理業務を適正かつ円滑に履行するため、管理業務に係る統括責任者を指

定管理者の事務所内に配置するとともに、業務内容又は関係法令等の定めるところに従
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い、必要な有資格者を配置しなければならない。 
 
（利用の許可）  
第１６条 乙は、条例及び川崎市営住宅条例施行規則（昭和３７年川崎市規則第５７号）そ

の他関係規定に従い駐車場の利用の許可等に関する業務を行うものとする。   
２ 乙は、前項の利用の許可等を行うに当たり疑義がある場合には、甲と協議するものとす

る。   
 
（情報公開）  
第１７条 乙は、川崎市情報公開条例（平成１３年川崎市条例第１号）に基づき、市営住宅

等の管理業務に係る情報の公開に関し、実施機関に準じた措置を講ずるものとする。 
 
（個人情報の保護）  
第１８条 乙は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）に基づき、市営

住宅等の管理業務に関し、個人情報の保護を図るため、個人情報管理責任者を定めるとと

もに、次に掲げる事項について必要な措置を講ずることにより、個人情報について適正な

維持管理を行わなければならない。  
（１）乙が保有する個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲で、過去又は現在の事実と合

致するよう努めること。  
（２）個人情報の漏えい、滅失又は毀損を防止すること。  
２ 乙は、あらかじめ甲と協議の上、前項に掲げる個人情報の適正な維持管理等のための規

程を定めなければならない。  
３ 乙は、当該管理業務の従事者に対し、前項の規程を遵守させるとともに、正当な理由な

く個人情報の提供等を行った場合には個人情報の保護に関する法律に基づく罰則等が適

用されることを周知すること。 
 
（ウェブサイトの運用）  
第１９条 乙は、ウェブサイトを運用する際は、「川崎市ホームページアクセシビリティ対

応基準書」に準拠し、ウェブアクセシビリティの推進に努めなければならない。 
 
（事故・不祥事発生時等の対応）  
第２０条 乙は、市営住宅等において事故・不祥事等が発生した場合は、速やかに必要な措

置を講じるとともに、甲とあらかじめ定めた連絡先に対して当該事故・不祥事等の内容を

直ちに報告しなければならない。  
２ 乙は、市営住宅等における安全管理の妨げとなりうる犯罪予告、脅迫又は不当な要求、

管理業務に重大な悪影響を及ぼしうる不審者、不審物等の事案を認知した場合は、甲へ速
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やかに報告し、その対応を協議しなければならない。 
 
（障害者差別解消法）  
第２１条 乙は、管理業務の履行にあたり、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法

律（平成２５年法律第６５号）の趣旨を尊重し、この法律に基づき各主務大臣が作成する

分野別対応指針及び川崎市の対応要領「合理的配慮の提供等に関する基本方針」に則り、

個々の場面において、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表

明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を

侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮

をしなければならない。 
 
（市内中小企業の活用推進）  
第２２条 乙は、管理業務の履行にあたり、川崎市契約条例（昭和３９年川崎市条例第１４

号）及び川崎市中小企業活性化のための成長戦略に関する条例（平成２７年川崎市条例第

８４号）の趣旨を尊重し、市内中小企業者への優先発注、市内中小企業者の受注機会の増

大に努めなければならない。 
 
（事業計画書）  
第２３条 乙は、募集要項等及び提案書に定められた仕様に従い、前年度の２月末日までに、

次に掲げる内容を記載した事業計画書を提出し、甲の承認を得なければならない。 
（１）管理業務の実施に関する基本方針 
（２）市営住宅等の運営及び維持管理業務等に関する事項 
（３）自主事業に関する事項 
（４）収支予算及び執行に関する事項  
（５）その他、甲が指示する事項 
２ 甲は、前項の規定により提出された事業計画書について、内容を審査し、必要があると

認めるときは、乙に対して必要な指示を行うことができるものとする。 
３ 甲又は乙は、各事業年度途中において事業計画書を変更しようとするときは、協議して

決定するものとする。 
 
（事業報告書）  
第２４条 乙は、毎年度の業務終了後、翌年度の５月末日までに、次に掲げる事項を記載し

た事業報告書を、年度事業報告書として甲に提出しなければならない。 
（１）維持管理・運営業務の実施状況や利用状況に関する事項 
（２）維持管理・運営に係る経費等の収支状況に関する事項 
（３）事故・苦情等への対応に関する事項 
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（４）個人情報の保護に関する事項 
（５）自主事業に関する事項 
（６）その他甲が指示する事項 
２ 乙は毎四半期の業務終了後、それぞれ７月、１０月、１月及び４月の各末日までに、次

に定める事項を記載した事業報告書を四半期報として甲に提出しなければならない。  
（１）利用実績（利用者、利用率等） 
（２）事業の実施状況（維持管理・運営、自主事業等） 
（３）収支報告 
（４）その他甲が指示する事項 
３ 乙は、毎月の業務終了後、翌月の１５日までに、次に定める事項を記載した事業報告書

を月報として甲に提出しなければならない。 
（１）利用実績（利用者、利用率等） 
（２）事業の実施状況（維持管理・運営、自主事業等） 
（３）事故・苦情等への対応に関する事項 
（４）その他甲が指示する事項 
４ 乙は、事業年度の途中において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起

算して６０日以内に、当該年度の開始の日から当該指定を取り消された日までの間の事

業報告書を提出しなければならない。  
５ 甲は、事業報告に当たり、改善の必要があると認めるときは、乙に必要な措置を求める

ことができる。  
６ 甲は、乙が引続き安定的に管理業務を実施できるかを確認するため、必要に応じて、乙

の財務関係資料等の提出を求めることができる。 
 
（甲によるモニタリング）   
第２５条 甲は、必要があると認めるときは、乙の行う管理業務について実地調査し、又は

必要な報告を求めることができる。  
２ 乙は、前項の規定による調査又は報告について、合理的な理由がある場合を除き、拒否

できないものとする。  
３ 甲は、第１項の規定による調査又は報告により、改善すべき事項がある場合には、乙に

対して改善を指示又は指導することができる。  
４ 乙は、前項の規定に基づく指示又は指導を受けたときは、甲の指定する期日までに、改

善報告を文書により甲に提出しなければならない。 
 
（乙によるモニタリング） 
第２６条 乙は、管理業務の適切な遂行を確保するため、モニタリングを実施するものとす

る。  
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２ 乙は、管理業務における日報を作成し、定期的にモニタリングを実施するものとする。  
３ 乙は、利用者、関係者及び市民の意見や要望を把握するため、アンケートなどの意見収

集を行い、定期的にモニタリングを実施するものとする。 
４ 乙は、事業報告書及び本条のモニタリングの結果について、今後の管理業務に反映する

とともに、適宜、甲に報告するものとする。 
５ 甲は、前項の規定による乙の自己評価の結果を踏まえて、募集要項等及び事業計画書で

示した水準を満たさず、改善すべき事項がある場合には、乙に対して改善を指示又は指導

することができるものとする。 
６ 乙は、前項の規定に基づく指示又は指導を受けたときは、甲の指定する期日までに、改

善報告を文書により甲に提出しなければならない。 
  
（評価及び公表） 
第２７条 甲は、毎事業年度終了後、乙による管理業務の状況及び実績を評価し、その結果

を乙に通知し、公表するものとする。 
２ 乙は、前項の結果について、今後の管理業務の改善及び充実に反映するよう努力するも

のとする。 
 
（指定管理料の支払） 
第２８条 甲は、管理業務の実施に関する対価として、予算の範囲内で乙に対して指定管理

料を支払う。 
２ 甲が乙に対して支払う指定管理料の詳細については、年度協定に定めるものとする。 
 
（利用料金） 
第２９条 乙は、駐車場の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を乙の収入として、

収受することができる。 
２ 乙は、前項の利用料金を近傍同種の使用料を限度として、あらかじめ甲の承認を得た上

で定めることとする。 
３ 前項の規定は、利用料金を変更する場合も同様とする。 
４ 乙は、あらかじめ甲が定める基準に従い、利用料金の減免又は支払いの猶予をすること

ができる。 
 
（納付金） 
第３０条 乙は、毎事業年度、甲に対して納付金を支払わなければならない。 
２ 前項に規定する納付金は、事業計画書等に基づき年度協定に定める。 
３ 乙は、前項に規定する金額を、年度協定に定める期日までに、甲の発行する納入通知書

により、支払わなければならない。 
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４ 指定期間内に業務内容、租税、物価変動等により納付金の額の変更が必要になったと認

められるときは、甲乙協議の上、変更することができる。 
５ 乙の責に帰すことのできない天災、不可抗力などにより管理業務の、全部又は大部分が

履行不能となった場合、甲乙協議の上、納付金の額を変更することができる。 
 
（損害賠償等）  
第３１条 管理業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により甲に損害が発生した

場合には、乙は当該損害を賠償しなければならない。 
２ 緊急な対応が求められる等の理由により、乙の責めに帰すべき事由により生じた損害

を甲が支出した場合には、甲は、当該賠償額及びその他賠償に伴い発生した費用を乙に求

償できるものとする。 
 
（第三者への賠償）  
第３２条 管理業務の実施において、乙の責めに帰すべき事由により第三者に損害が発生

した場合には乙が、甲の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合には甲が、

当該損害を賠償しなければならない。 
 
（不可抗力発生時の対応）  
第３３条 不可抗力により損害が発生した場合、乙は、不可抗力の影響を早期に除去するた

め、速やかに対応措置を取り、不可抗力により発生する損害を最小限にするよう努力しな

ければならない。  
  
（不可抗力によって発生した費用等の負担）  
第３４条 不可抗力の発生に起因して乙に損害が発生した場合、乙は、その内容や程度の詳

細を記載した書面を持って甲に通知するものとする。   
２ 甲は、前項の通知を受け取った場合、損害等の確認を行った上で乙と協議を行い、不可

抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。  
  
（不可抗力による一部の業務実施の免除）  
第３５条 前条第２項に定める協議の結果、不可抗力の発生により管理業務の一部の実施

ができなくなったと認められた場合、乙は不可抗力により影響を受ける限度において本

協定に定める義務を免れるものとする。 
２ 乙が不可抗力により管理業務の一部を実施できなかった場合、甲は、乙との協議の上、

乙が当該業務を実施できなかったことにより免れた費用分を指定管理料から減額するこ

とができるものとする。 
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（不可抗力による指定の取消し等） 
第３６条 甲及び乙は、不可抗力の発生により、管理業務の継続等が困難と判断した場合は、

相手方に対して、指定の取消し、又は当該業務の全部若しくは一部の停止に関する協議を

求めることができるものとする。 
２ 協議の結果、やむを得ないと判断された場合、甲は指定の取消し、又は管理業務の全部

若しくは一部の停止を行うものとする。 
３ 前項の指定の取消しによって乙に発生する損害の負担は、甲及び乙の協議により決定

するものとする。ただし、乙が加入する保険により補償された金額相当分については、甲

は負担しない。  
４ 第２項の規定により指定の取消しがなされた場合、乙は、甲乙協議の上、既に受領した

指定管理料を精算しなければならない。ただし、甲がやむを得ないと認めた場合は、この

限りでない。 
 
（リスク分担）   
第３７条 管理業務に伴うリスク分担については、別紙１のとおりとする。 
２ 前項に定める事項で疑義がある場合又は前項に定めがない場合は、甲及び乙の協議に

より決定するものとする。 
 
（業務の継続性の確保）  
第３８条 乙は、地震、風水害、新型インフルエンザ等の感染症の流行その他の災害等が発

生し、又は発生する恐れがある場合における川崎市の業務の継続性を確保するために川

崎市防災会議が定める川崎市地域防災計画等を踏まえ、管理業務の継続性の確保に努め

るものとする。 
 
（指定の取消し及び管理業務の停止）  
第３９条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、地方自治法第２４４

条の２第１１項の規定に基づき、その指定を取消し、又は期間を定めて管理業務の全部若

しくは一部の停止を命ずることができる。 
（１）管理業務において、不法行為又は不正行為があったとき。 
（２）本協定、年度協定、事業計画書等に違反し、乙による指定管理を継続することが適当

でないと甲が認めるとき。 
（３）正当な理由なくして、甲の指示又は改善勧告等に従わないとき。 
（４）甲に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。 
（５）乙が指定管理者として指定を受ける際の応募資格に不適合となったとき。 
（６）申込みの際に乙が提出した資料の内容に虚偽があることが判明したとき。 
（７）乙において組織的な非違行為が行われていた場合など、乙が管理業務を行うことが社
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会通念上著しく不適当と判断されるとき。 
（８）乙の経営状況の悪化等により管理業務を継続することが不可能又は著しく困難にな

ったと判断されるとき。 
（９）乙の責めに帰すべき事由により、管理業務を遂行する見込みがないことが明らかに認

められるとき。 
（10）乙の責めに帰すべき事由により、乙から指定取消しの申出があったとき。 
（11）その他、乙による管理業務を継続することが適当でないと甲が認めるとき。 
２ 甲は、前項に基づいて指定の取り消しを行おうとする際には、事前にその旨を乙に通知

した上で、次の事項について乙と協議を行わなければならない。   
（１）指定取消しの理由 
（２）指定取消しの要否 
（３）乙による改善策の提示と指定取消しまでの猶予期間の設定 
（４）その他必要な事項 
３ 第１項の規定により、甲が乙の指定を取消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しく

は一部の停止を命じた場合において、乙が甲に損害を及ぼしたときは、乙は、その損害を

賠償しなければならない。  
４ 第１項の規定により、甲が乙の指定を取消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しく

は一部の停止を命じた場合において、乙に損害及び損失が生じても、甲はその賠償の責め

を負わない。  
  
（乙による指定取消し等の申出）  
第４０条 乙は次の各号のいずれかに該当する場合は、甲に対して指定の取消しを申出る

ことができる。 
（１）甲が、本協定及び年度協定に違反し、指定管理を継続することが適当でないと乙が認

めるとき。 
（２）甲の責めに帰すべき事由により、乙が著しく損害又は損失を被ったとき。 
２ 甲は、前項の申出を受けた場合、乙と協議の上、処置を決定するものとする。  
３ 乙は、第１項の規定による指定の取消しにおいて、乙が被った損害を甲に対して求償す

ることができる。 
 
（指定管理料の返還等） 
第４１条 甲は、第３９条及び第４０条の規定により年度の途中において指定を取り消し、

又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、指定管理料を減

額することができる。  
２ 甲は、協定書等で定めた催物などの実施回数が下回った場合の経費、法令に定めはない

が協定書等で定めた職員の定足数を下回り、かつその影響で指定管理業務の一部又は全
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部が実施できなかった場合の人件費に相当する額について、指定管理料を減額すること

ができる。 
３ 甲は、前１項及び２項の規定に基づき、乙に既に支払った指定管理料の全部又は一部の

返還を求めることができる。  
４ 指定の取消し後の期間に係る契約及び市営住宅等の利用申請に対する収受済みの利用

料金は、指定の取消しの際、速やかに甲又は甲が指定する者に承継し、又は引き渡さなけ

ればならない。  
５ 乙は、次期指定管理者が円滑かつ支障なく、管理業務を遂行できるよう、引継ぎを行う

ものとする。 
 
（事前準備） 
第４２条 乙は、管理代行者（条例第３４条の川崎市住宅供給公社をいう。）から、円滑か

つ支障なく管理運営を行うことができるように管理業務の引継ぎ等を受けることとする。 
２ 乙は、指定期間の開始に先立ち、管理業務の実施に必要な人材を確保し、必要な研修を

行わなければならない。 
３ 乙は、管理業務を遂行するために許認可が必要な場合は、乙の責任において、それを取

得しなければならない。 
４ 乙は、必要と認める場合には、指定期間の開始に先立ち、甲に対して市営住宅等への立

入りを申出ることができる。 
５ 甲は、乙から前項の申出を受けた場合は、正当な理由のある場合を除いてその申出に応

じるものとする。 
６ 指定期間の開始に伴う準備に係る費用は、乙が負担するものとする。 
 
（業務の引継ぎ等）  
第４３条 乙は、指定期間の満了に際し、甲又は甲が指定する者に対し、管理業務の引継ぎ

等を行わなければならない。 
２ 甲は、必要と認める場合には、指定期間の満了に先立ち、乙に対して甲又は甲が指定す

る者による市営住宅等の視察を申出ることができるものとする。 
３ 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出に

応じなければならない。 
 
（原状復帰義務）  
第４４条 乙は、第６条に定める指定期間が満了したとき、又は第３９条の規定により指定

を取り消されたときは、市営住宅等又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。

ただし、甲の承認を得たときは、この限りでない。 
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（手続規定等の遵守）  
第４５条 乙は、行政手続法（平成５年法律第８８号）及び川崎市行政手続条例（平成７年

川崎市条例第３７号）の行政庁として法令の規定に基づいた業務を行う必要があるもの

については、これに則った適切な手続を行うものとする。また、同条例の規定に基づく聴

聞及び弁明の機会の付与に関する手続にあたっては、川崎市聴聞等に関する規則（平成６

年川崎市規則第４６号）に則った適切な手続を行うものとする。  
２ 乙は、行政手続法第２章及び川崎市行政手続条例第２章に規定する審査基準、標準処理

期間並びに同法第３章及び同条例第３章に規定する処分基準を変更する場合には、あら

かじめ甲と協議することとする。  
  
（利用者等に対する指導）  
第４６条 乙が市営住宅等の管理にあたり、利用者等に対して指導を行う場合については、

川崎市行政手続条例第４章の規定の趣旨に則った対応をとるものとする。 
 
（安全管理） 
第４７条 乙は、職員の教育、市営住宅等の点検等、事故防止のための取組を積極的に行い、

また、緊急時・災害時の対応を明確にし、マニュアルを作成することとする。 
２ 前項に関わらず事故等が発生した場合は、乙は、その原因、状況及びそれに対する措置

を、直ちに甲へ報告するものとする。 
３ 災害その他の事由により市営住宅等の使用制限をする必要がある場合は、乙は、その旨

を甲へ報告するものとする。 
 
（法令遵守）  
第４８条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、「コンプライアンス（法令遵守）

に関する報告書」により、遅滞なく甲に報告するものとする。  
（１）乙に、川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱に規定する川崎市の指名停止に該当

する事由が生じたとき。  
（２）乙が、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）、不正競争防止法（平成５年法律第４

７号）等の関係法令の違反、公訴を提起され、又は行政庁による監督処分がなされたと

き。 
（３）乙の役員又は使用人により、業務上の贈賄、横領、窃取、詐取、器物損壊その他の指

定管理者としての業務の健全かつ適切な運営に重大な支障を来す行為又はその恐れが

ある行為があったとき。 
 
（台帳）  
第４９条 乙は、川崎市契約条例（昭和３９年川崎市条例第１４号）第８条第１号に規定す
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る台帳（以下「台帳」という。）を同条例第７条第１項に規定する対象労働者（以下「対

象労働者」という。）の同意を得て作成し、事業場その他適当な場所に備え置かなければ

ならない。 
２ 乙は、台帳の写しを、甲が指定する期日までに提出しなければならない。 
 
（周知）  
第５０条 乙は、次に掲げる事項を、管理業務が行われる事業場の見やすい場所に掲示し、

又は当該事項を記載した書面を管理業務に従事する対象労働者に交付しなければならな

い。  
（１）対象労働者の範囲 
（２）川崎市契約条例第７条第１項に規定する作業報酬下限額 
（３）川崎市契約条例第９条の申出をする場合の申出先 
（４）対象労働者が川崎市契約条例第９条の申出をしたことを理由として、当該対象労働者

に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならないとされていること。 
  
（対象労働者からの申出への対応） 
第５１条 乙は、川崎市契約条例第９条の申出を受けたときは、誠実に対応しなければなら

ない。  
  
（作業報酬の支払）  
第５２条 乙は、対象労働者に作業報酬が支払われるべき日において、支払われるべき当該

作業報酬が支払われていない場合にあっては川崎市契約条例第８条第５号に規定する基

準額（以下「基準額」という。）を、支払われた当該作業報酬の額が基準額を下回る場合

にあってはその差額を、当該日から起算して１４日を経過する日までに、当該対象労働者

が受け取ることができるようにしなければならない。ただし、当該基準額又は当該差額の

うち当該対象労働者に支払われないことに正当な理由があると認められる部分について

は、この限りでない。  
  
（不利益取扱の禁止）  
第５３条 乙は、対象労働者が川崎市契約条例第９条の申出をしたことを理由として、当該

対象労働者に対し、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。  
  
（立入調査等）  
第５４条 乙は、川崎市契約条例第１０条第１項の規定による、甲からの報告若しくは資料

の提出の求め又は立入調査に応じなければならない。  
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（是正措置）  
第５５条 川崎市契約条例第１０条第１項又は第２項の報告若しくは資料の提出又は立入

調査の結果、乙が第４９条から前条までに定める事項に違反していると甲が認め、当該違

反を是正するために必要な措置を講ずるよう求められたときは、乙は、速やかに是正の措

置を講ずるとともに、当該措置の内容を甲が指定する日までに報告しなければならない。 
 
（解除の特則）  
第５６条 甲は、乙が川崎市契約条例第１０条第１項の規定による報告若しくは資料の提

出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、同項の規定による立入調

査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、前条の必要な措置を講じず、又は同条の報告をせず、

若しくは虚偽の報告をしたときは、指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部

若しくは一部の停止を命ずることができる。  
２ 甲は、前項の取消又は命令によって乙に損害が生じた場合においても、その損害を賠償

する責任を負わない。 
 
（暴力団等の排除）  
第５７条 甲は、乙が次の各号のいずれかの場合に該当すると思料するときは、神奈川県警

察本部刑事部長（警察組織に関する条例（昭和２９年神奈川県条例第２８号）第２条に規

定する刑事部長をいう。）に調査を依頼するものとする。  
（１）指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体又は指定管理者に指定された

法人その他の団体（以下「法人等」という。）の役員等経営に関与する者（以下「役員

等」という。）に暴力団又は暴力団員でなくなって５年を経過していない者（以下「暴

力団員等」という。）が含まれている場合  
（２）法人等又は役員等が暴力団又は暴力団員等を使用している場合  
（３）法人等又は役員等が暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益

を供与している場合  
（４）法人等又は役員等が暴力団又は暴力団員等と密接な交際をしている場合  
（５）法人等又は役員等が暴力団又は暴力団員等が実質的に支配している法人その他の団

体を利用している場合  
２ 甲は、前項の調査により乙が該当要件に該当することが判明したときは、指定管理者の

指定の取消しその他必要な排除措置を講ずるものとする。  
３ 甲は、前項の規定による取消しにより甲に損害が生じたときは、乙に対して損害賠償を

請求する。 
 
（文書等の管理・保存）  
第５８条 乙は、指定管理業務に伴い作成し、又は受領する文書等について、川崎市公文書
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管理規則（平成１３年川崎市規則第１３号）等を勘案し、甲と協議の上、適正に管理・保

存するものとする。 
２ 乙は、指定期間の満了に先立ちに、甲の指示に従って引渡しを行う文書をあらかじめ協

議し、指定期間の満了時に引き渡すものとする。 
３ 乙は、前１項で協議し定めた文書等の保存期間が満了したときは、甲と協議の上、文書

等の廃棄を決定するものとする。 
 
（帳簿類等の提出要求）  
第５９条 甲は、川崎市の監査委員等が甲の事務を監査するために必要があると認める場

合には、乙に対して帳簿資料その他の記録の提出及び当該監査への関係者の出席を求め

ることができる。なお、指定期間の終了後、又は指定の取消し後も同様とする。  
  
（帳簿類等の保存）  
第６０条 乙は、会計帳簿の閉鎖の時から１０年間、その会計帳簿及び管理業務に関する重

要な資料を保存しなければならない。 
 
（経理区分）  
第６１条 乙は、管理業務の実施に当たり、乙が行っている他の会計と経理を明確に区分し

なければならない。 
 
（請求、通知等）  
第６２条 本協定に関する甲と乙との間における請求、通知、申出、報告、承認及び取消し

等の行為は、本協定に特別の定めがある場合を除き、原則として書面によるものとする。  
  
（重要事項の変更）  
第６３条 乙は、定款、事務所の所在地及び代表者の変更等を行ったときは、速やかに甲に

届出なければならない。  
  
（本協定の変更）  
第６４条 甲及び乙は、管理業務の内容等に変更があったとき又は特別な事情が生じたと

きは、甲乙協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。  
  
（疑義についての協議）  
第６５条 甲及び乙は、本協定の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本協定に

定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるものとする。  
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（管轄裁判所）  
第６６条 本協定に関する紛争については、横浜地方裁判所川崎支部を第一審の専属的管

轄裁判所とし、甲及び乙は、同裁判所の専属的管轄に服することに合意する。 
 
（保険） 
第６７条 乙は、管理業務の実施前に甲と協議の上、甲又は管理代行者が加入する賠償責任

保険等の対象とならない範囲又は支払限度額を超える部分において、乙が必要と認める

保険に別途加入するものとする。なお、この場合における保険料は、乙が負担する。  
２ 乙は、自主事業については、甲が加入する賠償責任保険の対象とならないことに鑑み、

実施前に甲と協議の上、必要と認められる保険に適切に加入するものとする。なお、この

場合における保険料は、乙の負担とする。 
 
（甲の情報システムの利用）  
第６８条 乙は、甲の川崎市営住宅総合管理システムの利用に関し、川崎市情報セキュリテ

ィ対策基準等を遵守するものとする。 
 
（機密情報の取扱い）  
第６９条 乙は、管理業務の遂行に当たり、機密情報を含む甲の情報資産の取扱いについて

は、川崎市情報セキュリティ対策基準等を遵守するものとする。  
 
（個人情報の取扱い）  
第７０条 乙は、管理業務の遂行に当たり、個人情報を含む甲の情報資産の取扱いについて

は、別紙２「個人情報の取扱いに関する情報セキュリティ特記事項」を遵守するものとす

る。 
 
（特定個人情報の取扱い）  
第７１条 乙は、管理業務の遂行に当たり、特定個人情報を含む甲の情報資産の取扱いにつ

いては、別紙３「特定個人情報の取扱いに関する特記仕様書」を遵守するものとする。 
 
（秘密の保持）  
第７２条 乙は、管理業務の遂行に当たり知り得た秘密を外部に漏らしてはならない。また、

当該業務以外の目的のために使用しないものとする。指定管理者でなくなった後であっ

ても、同様とする。 
 
（自主事業）  
第７３条 乙は、管理業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任と負担により、自主
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事業を実施することができる。  
２ 乙は、自主事業の実施に当たり、甲乙協議の上、事前に甲の承認を得なければならない。 
 
（災害対応に係る甲への協力）  
第７４条 乙は、指定管理者として管理・運営する市営住宅等を利用して実施する災害対応

その他必要な措置について、甲から協力の要請があった場合には、可能な限り協力するも

のとする。  
２ 乙は、前項の要請がない場合においても、災害時等の状況に応じて、緊急の必要がある

と認める場合は、市民等の安全確保のため自らの判断により、適切な災害対応その他必要

な措置に努めるものとする。 
３ 前２項の措置に伴う損害及び増加費用は、合理的に認められる範囲で甲が負担するこ

とを原則として、甲乙協議により決定するものとする。 
 
（所在地等の変更の届出） 
第７５条 乙は、合併等により自らの法人格に変更が生じることが見込まれることとなっ

た場合には、甲に対して直ちに届け出なければならない。 
 
 本協定を証するため、本書を２通作成し、記名押印の上、各自１通を保有する。 
 
令和  年  月  日 
 
 

甲 川崎市川崎区宮本町１番地      
川崎市               
川崎市長 福田 紀彦   印    

 
 

乙 ○○県○○市○○区○○町○○番地  
株式会社 ○○○○○○       
代表取締役 ○○ ○○  印    
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別紙１ 
【主なリスクの負担区分】 

リスクの種類 内容 
負担者 

甲 乙 

法令などの変更 指定管理者が管理を行う施設の管理運営業務に影響を

及ぼす法令等の変更 
○  

政治的、行政的理

由による事業変更 

政治的、行政的理由により、指定管理者業務の継続に支

障が生じた場合又は指定管理者業務の内容変更を余儀

なくされた場合の経費及びその後の当該事情による経

費の増 

協議事項 

指定期間中におけ

る施設・設備の増

減 

指定期間中における「公の施設」の増減に伴う増加費用

や廃止・縮小に伴う損害・増加費用の負担 協議事項 

不可抗力 自然災害（地震・台風等）や新型インフルエンザ等の感

染症の流行、テロリズム等による業務の変更、中止、延

期等※１ 

協議事項 

運営費の増大 市以外の要因による運営費の増大  ○ 

施設競合 他施設との競合による利用者減、収入減  ○ 

需要変動 当初の需要見込と異なる状況の発生  ○ 

金利・物価変動 金利・物価の変動に伴う経費の増  ○ 

予測不可能な金利物価の変動により指定管理業務継続

が困難となり、利用者へのサービスを中断せざるを得

ない場合 

協議事項 

施設や設備の損傷 小破修繕・軽易な工事（２５０万円以下）及び指定管理

者の瑕疵による損傷 
 ○ 

〃 大規模修繕・軽易な工事（２５０万円超）※２ ○  

備品の損傷 （市が貸与する備品）修理又は買替に要する費用が５

０万円以下、又は指定管理者の瑕疵による損傷 
 ○ 

〃 （市が貸与する備品）修理又は買替に要する費用が５

０万円超 

※３ 

○  

〃 市が貸与する備品以外の備品  ○ 

管理上の瑕疵によ

る損害・事故・火

災等 

指定管理者の管理上の瑕疵による損害・事故・火災等 

 ○ 
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債務不履行 指定管理者による業務又は協定内容の不履行   ○ 

〃 市による協定内容の不履行 ○  

管理・運営計画リ

スク 

管理・運営の実施計画の不備等に関するリスク  
 ○ 

損害賠償 指定管理者の瑕疵に起因する損害  ○ 

地域住民への対応 指定管理業務内容に対する住民からの要望等  ○ 

事業終了時の費用 指定終了時、指定管理者の期間中途における業務の廃

止、若しくは指定取り消しによる指定管理者の撤収費

用及び引き継ぎに要する費用 

 ○ 

※１：自然災害（地震・台風等）への対応：建物・設備復旧困難な被害を受けた場合、 
   業務の一部又は全部の停止を命じることがあります。復旧可能な場合、その復旧に 

要する経費は、川崎市と指定管理者が協議を行うこととします。 
※２：大規模な修繕が必要な場合は、川崎市と指定管理者で協議の上、指定管理者の負担 
   とすることができます。 
※３：川崎市と指定管理者で協議の上、対応を決定します。 
 
 
（本協定への追加予定資料） 
・本協定に関係する様式 
・川崎市情報セキュリティ対策基準 
・個人情報の取扱いに関する情報セキュリティ特記事項 
・特定個人情報の取扱いに関する特記仕様書（必要に応じ） 
 


